
 

 

広島市告示第１５３号 

令和８年４ 月１日 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き、原子爆弾被爆者の交通手当支給に係る公金事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示します。 

   

                        広島市長 松井 一實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称 

  広島赤十字・原爆病院（院長 有馬 準一） 

 

２ 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地 

  広島市中区千田町一丁目９番６号 

  

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和７年１１月２６日 

 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日（年度自動更新） 



 

 

広島市告示第１５４号 

令和８年４月１ 日 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き、原子爆弾被爆者の交通手当支給に係る公金事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示します。 

   

                        広島市長 松井 一實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称 

  公益財団法人 広島原爆障害対策協議会（会長 松村 誠） 

 

２ 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地 

  広島市中区千田町三丁目８番６号 

  

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和７年１１月２６日 

 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日（年度自動更新） 



 

 

広島市告示第１５５号 

令和８年４月１ 日 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き、原子爆弾被爆者の交通手当支給に係る公金事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示します。 

   

                        広島市長 松井 一實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称 

  広島中央保健生活協同組合（代表理事 理事長 福山 愼二） 

 

２ 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地 

  広島市西区観音町１６番１９号 

  

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和７年１１月２６日 

 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日（年度自動更新） 



 

 

広島市告示第１５６号 

令和８年４月１ 日 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き、原子爆弾被爆者の交通手当支給係る公金事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示します。 

   

                        広島市長 松井 一實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称 

  広島医療生活協同組合（理事長 坂本 裕） 

 

２ 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地 

  広島市安佐南区中須二丁目１９番６号 

  

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和７年１１月２６日 

 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日（年度自動更新） 



 

 

広島市告示第１５７号 

令和８年４月１ 日 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き、原子爆弾被爆者の交通手当支給に係る公金事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示します。 

   

                        広島市長 松井 一實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称 

  医療法人小鳥会 うえむらファミリークリニック（理事長 関根 真悠） 

 

２ 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地 

  広島市中区住吉町８番１９号 

  

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和７年１１月２６日 

 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日（年度自動更新）  



 

 

 

広島市告示第１５８号 

令和８年４月１ 日 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き、原子爆弾被爆者の交通手当支給に係る公金事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示します。 

   

                        広島市長 松井 一實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称 

  一般社団法人 広島市医師会（会長 山本 匡） 

 

２ 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地 

  広島市西区観音本町一丁目１番１号 

  

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和７年１１月２６日 

 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日（年度自動更新） 



 

 

広島市告示第１５９号 

令和８年４月１ 日 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き、原子爆弾被爆者の交通手当支給及び被爆者特別検査促進手当支給に係る公

金事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。 

   

                        広島市長 松井 一實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称 

  地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立舟入市民病院 

  （理事長 秀 道広） 

 

２ 指定公金事務取扱者の住所又は事務所の所在地 

  広島市中区基町７番３３号 

  

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和７年１１月２６日（原子爆弾被爆者の交通手当支給） 

令和８年 ３月１２日（被爆者特別検査促進手当支給） 

 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日（年度自動更新） 


